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ランク その他の世帯状況

月２０日以上かつ週４０時間以上、働いている。 Ａ

月２０日以上かつ週３５時間以上４０時間未満、働いている。 Ｂ

月１６日以上かつ週２４時間以上、働いている。 Ｃ

月１６日以上かつ週１６時間以上２４時間未満、働いている。 Ｄ

月１６日以上かつ週２８時間以上の仕事に内定している。 Ｅ

月１６日以上かつ週１６時間以上２８時間未満の仕事に内定している。 Ｆ

月２０日以上かつ週４０時間以上、働いている。 Ｂ

月２０日以上かつ週３５時間以上４０時間未満、働いている。 Ｃ

月１６日以上かつ週２４時間以上、働いている。 Ｄ

月１６日以上かつ週１６時間以上２４時間未満、働いている。 Ｅ

月１６日以上かつ週２８時間以上の仕事に内定している。 Ｆ

月１６日以上かつ週１６時間以上２８時間未満の仕事に内定している。 Ｇ

３
産前産後

お母さんが出産又は出産予定日の前後各８週間の期間にあって、出産の
準備又は休養を要する。

Ｇ

入院または入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で常に病臥して
いる場合。

A

通院加療を行い、常に安静を要するなど、保育が常時困難な場合。 Ｃ

通院加療を行い、月１６日以上かつ週１６時間以上の安静が必要で保育
が困難な場合。

E

身体障害者手帳１～2級、精神障害者保健福祉手帳1～2級、愛の手帳
（療育手帳）の交付を受けていて、保育が常時困難な場合。

Ａ

身体障害者手帳3級または精神障害者保健福祉手帳3級の交付を受けてい
て、保育が困難な場合。

Ｂ

身体障害者手帳4級の交付を受けていて、保育が困難な場合。 Ｅ

臥床者・重症心身障害児（者）の介護や入院・通院・通所の付き添いの
ため、月２０日以上かつ週４０時間以上保育が困難な場合。

A

病人や障害者の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月１６日以
上かつ週２８時間以上保育が困難な場合。

Ｃ

病人や障害者の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月１６日以
上かつ週１６時間以上保育が困難な場合。

Ｆ

６
災害復旧への従事

震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧に当たってい
る。

A

７
　　通　学

就職に必要な技能習得のために職業訓練校、専門学校、大学等に月１６
日以上かつ週１６時間以上就学している。

E

８
　　求職中

求職中（入所期間は3か月です。その期間内に就職しないと退所になり
ます。）

H

９
ひとり親世帯等

ひとり親世帯において、就労、求職活動、職業訓練等を行うことにより、自立の
促進が図られると福祉保健センター長が判断した場合。
（求職中の入所期間は3か月です。その期間内に就職しないと退所になります。）

A

１０
 市外在住(※２)

横浜市外に在住している場合。（転入予定者は除く） Ｉ

１１
その他

児童福祉の観点から、福祉保健センター長が特に保育に欠ける緊急度が
高いと判断した場合。

(※３)

(※１)お父さん、お母さんがいない場合は、その他の保護者。
(※２)市外在住の方は、お父さん・お母さんの保育できない理由・状況に関わらず、「１０ 市外在住」が適用されます。
(転入予定者は除きます。)
(※３)当該児童・世帯の状況に応じて別途判断します。

５
親族の介護

２
居宅内労働
（内勤・居宅内自
営）

４(１)
病気・けが

４(２)
障害

１２　入所選考基準

(基準の考え方)
＊ランクはＡＢＣＤＥＦＧＨＩの順に入所の順位が高いものとします。
＊選考に当たっては、下の基準表に基づきＡ～Ｉの順に区分し、「その他の世帯状況」とともに総合的に保育に欠ける程度を
  判定し、入所承諾の順位を判断します。
＊お父さん・お母さんでランクが異なる場合は、順位の低いランクを適用します。
＊同居している祖父母等の親族が65歳未満の場合、保育可能な方とみなします。その場合、保育できないことを証明する書類を
  提出することが必要です。
＊児童福祉の観点から保育に欠ける児童については、この選考基準を基に別途に選考します。
＊居宅外・内労働は原則として昼間４時間以上、月16日以上労働していることが前提です。

お父さん・お母さん(※１)が保育できない理由・状況

１
居宅外労働
（外勤・居宅外自
営）

   【ランクアップ項目】

①から⑤は各項目１ラン
クずつ、⑥は２ランク、最
高で２ランクまでアップし
ます。

※左記「９ひとり親世帯
等」が適用される場合は
ランクアップしません。

①ひとり親世帯等

②生活保護世帯（生活
保護世帯において、就
労、求職活動、職業訓
練等を行うことによ
り、自立の促進が図ら
れると福祉保健セン
ター長が判断した場合
に限る）

③生計中心者の失業

④横浜保育室・家庭保
育福祉員・横浜市家庭
的保育事業・認可乳児
保育所等の卒園児
（卒園時に在園児以外
の子の育児休業中だっ
た方で復職時に申込を
する場合を含む）

⑤在園児以外の子の育
児休業のため、横浜保
育室･家庭保育福祉
員・横浜市家庭的保育
事業を卒園前に退所し
復職時に申込みをする
場合

⑥在園児以外の子の育
児休業のため認可園を
退所し、復職時に再入
所する場合

①～⑥は優先順位では
ありません。
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